重要事項説明書（居宅介護支援）
居宅介護支援のサービス提供の開始にあたり、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成１１年厚生省令第３８号)第４条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は次のとおりです。
1． 事業者

	法人名
	社会福祉法人　昭徳会

	法人所在地
	愛知県名古屋市昭和区駒方町４丁目１０番地

                            

	電話番号
	（０５２）８３１－５１７１

	代表者名
	理事長　　鈴木　正修

	設立年月日
	昭和２７年５月１７日


2． ご利用の事業所

	事業所の名称
	高浜安立荘居宅介護支援事業所

	事業所の所在地
	〒４４４－１３３５

愛知県高浜市芳川町１丁目２番地７３

特別養護老人ホーム高浜安立荘内                         

	所長
	中村　範親

	管理者及び主任介護支援専門員の氏名
	中川　亜弥実

	電話番号
	０５６６－５２－９８７５

	ＦＡＸ
	０５６６－５２－５５８３

	指定事業所番号
	２３７４６０００２７


3． 事業の目的と運営の方針

	目的
	指定居宅介護支援は、介護保険法に従い、利用者が居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、サービスを提供します。

	運営の方針
	・事業は、利用者の心身の状況やその環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サ－ビス及び福祉サ－ビスが、多様な業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
・指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し､常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サ－ビス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行います｡
・事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センタ－、その他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等、指定特定相談支援事業者等との連携に努めます。


4． 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況
	別紙のとおりです。


5． 職員の職種、員数
	従業者の職種
	員数
	     　　　区         分

	
	
	常勤
	非常勤

	
	
	専従
	兼務
	専従
	兼務

	所長
	１
	
	１
	
	

	管理者
	1
	
	1
	
	

	主任介護支援専門員
	１
	
	１
	
	

	介護支援専門員
	２
	２
	
	
	


６．職務内容
	職種
	職務内容

	所長
	所長は施設の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、経営管理業務に従事する。

	管理者
	管理者は、主任介護支援専門員です。
事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たります。

	主任介護支援専門員
	主任介護支援専門員は、介護保険制度目的達成に必要な組織の運営管理を行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たります。

	介護支援専門員
	介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たります。


７．職員の勤務体制
	従業者の職種
	勤 務 体 制
	休 暇

	所長
管理者
主任介護支援専門員
介護支援専門員
	常勤で勤務

勤務時間帯（午前８時３０分～午後５時３０分）
	４週８休


８．営業日時、連絡体制
	営業日
	月曜日から土曜日までとする。１２月３０日から１月３日までを除く。

	営業時間
	午前８時３０分から午後５時３０分までとする。

	連絡体制
	営業日以外も必要に応じ、いつでも相談に対応できる体制を確保しています。


９．事業の実施地域

	実施地域
	高浜市


１０．居宅介護支援のサービス提供の流れと主な内容
　(１)介護支援専門員が居宅を訪問し、利用者およびご家族に面接して情報を収集　し、解決すべき課題を分析します。

(２)当該地域における居宅サービス事業所等に関する情報を提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
　　(利用者は複数の居宅サービス事業所等を紹介するよう求めることができます。)
(３)利用者の希望や心身の状態を考慮して居宅サービス計画を作成します。
　　｛利用者は居宅サービス事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることができます。また、必要に応じてさまざまな主体が提供する生活支援サービス(介護給付以外のサービスなど)が包括的に提供されるような居宅サービス計画の作成に努めます。｝
(４)サービス担当者会議を開催し、情報の共有化を図るとともに関係者から意見を求めています。
(５)利用者の状態、状況把握のため、少なくとも一月に一回、居宅を訪問して面接します。
(６)利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。
(その他)
　　入院時に事業所名、担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に提供してください。
１１．その他運営についての留意事項
　(１)事業所は、利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催しています。

(２)事業所は、介護支援専門員に対して計画的に研修を実施しています。
(３)事業所の介護支援専門員は、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加しています。
(４)事業所は、介護支援専門員実務研修における実習等に協力又は協力体制を確保しています。

　(５)事業所は、他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施しています。
１２．事故発生時の対応

　指定居宅介護支援により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者のご家族等に連絡し、必要な措置を講じると共に、管理者に報告をします。
１３．ハラスメント対策
 （１）事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくり　　　
　　　を目指します。
 （２）利用者またはその家族等からの事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・
誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。
１４．虐待防止についての留意事項
　事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うととも
に、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。
１５．業務継続計画の策定等について
（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を、
　　継続的に実施するため及び、非常時での体制で早期の業務再開を図るための計画
　　（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を
定期的に実施します。
　（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い
ます。
１６．衛生管理等
　事業所において感染症が発生、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
（1） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を開催するとともにその結果について従業者に周知徹底します。
（2） 感染症の発生、又はまん延を防止するための指針の整備
（3） 感染症の発生、又はそのまん延を防止するための研修及び訓練の実施
１７．担当職員の変更
　(１)あなたはいつでも担当の職員の変更を申し出ることができます。その場合、変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。
　(２)当事業所は、担当の職員の異動・退職する等、正当な理由がある場合に限り、担当の職員を変更することがあります。
１８．利用料

このサービスの利用料及びその他の費用は以下の通りです。

・利用料　要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されます。

保険料の滞納により、法定代理受領ができなくなった場合、1ヵ月につき要介護度等に応じてお支払いいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します。このサービス提供証明書を後日お住まいの各市町村の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
〔参考〕　【居宅介護支援費(Ⅰ)４５件未満の場合】
要介護１・２　　　標準額　　　　　　１１,０８８円（１月につき）

  　　　　要介護３・４・５　標準額　　　　　　１４,４０６円（１月につき）
  　　　　特定事業所加算(Ⅲ)　　　  　　　　　　３，２９７円（１月につき）
　　　　　
・初回加算　　                           　　３,０６３円

・入院時情報連携加算(Ⅰ)　　               　２,５５２円

入院時情報連携加算(Ⅱ)　　               　２,０４２円

・退院・退所加算(Ⅰ)イ　　　　　　　　　　　 ４,５９４円
退院・退所加算(Ⅰ)ロ　　　　　　　　　　　 ６,１２６円
退院・退所加算(Ⅱ)イ　　　　　　　　　　　 ６,１２６円
退院・退所加算(Ⅱ)ロ　　　　　　　　　　   ７,６５７円
退院・退所加算(Ⅲ)　　　　　　　　　　　   ９,１８９円
　　　　　・通院時情報連携加算　　　　　　　　　　　　　　５１０円
・緊急時等居宅カンファレンス加算　       　　２,０４２円

　　　　　・ターミナルケアマネジメント加算　　　　　　 ４,０８４円
・交通費　サービスを提供する実施地域にお住まいの方は無料です。

          それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した費用は、その実費をご負担いただきます。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とします。
・実施地域を越えた地点から、片道おおむね５キロメ－トル未満　
２５０円
・実施地域を越えた地点から、片道おおむね５キロメ－トル以上
５００円
１９．苦情の受付について

　苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。

	苦情受付窓口
	高浜安立荘居宅介護支援事業所

所在地　　高浜市芳川町１丁目２番地７３

電話番号　０５６６－５２－９８７５

担当者　　中川　亜弥実

	受付時間
	月曜日～土曜日　午前８時３０分～午後５時３０分　　　

	その他の
苦情受付窓口
	・高浜市福祉部介護障がいグループ
電話番号　０５６６－５２－９８７１

・愛知県国民健康保険団体連合会
　電話番号　０５２－９７１－４１６５


居宅介護支援の提供開始に際し、利用者に対して本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
年　　月　　日
高浜安立荘居宅介護支援事業所

説明者職名　介護支援専門員　氏名　　　　　　　　  　　　　　　
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、居宅介護支援の提供開始に同意するとともに、個人情報に関する事項に同意しました。

本　　　人　　氏　名
 (利用者)
家族の代表  　氏　名
　　　　　　　(続柄　　　　　　　)
利用者は、身体の状況により署名ができないため、利用者本人の意思を確認のうえ、
私が利用者に代わって、署名を代筆しました。

代筆署名者　　氏　名
　　　　　　　(続柄　　　　　　　)
（本書2通を作成し、利用者、事業者が1通ずつ保有するものとします。）
